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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本工業炉協会（JIFMA）及び

一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があ

り，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。これによって，JIS 

B 8415:2008 は廃止され，その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS B 8415 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS B 8415-1 第 1 部：一般要求事項 

JIS B 8415-2 第 2 部：燃焼及び燃料取扱システム 

JIS B 8415-3 第 3 部：プロテクティブシステム 
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序文 

この規格は，2016 年に第 2 版として発行された ISO 13577-1 を基とし，我が国の市場の実情に合わせる

ために，技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JB に示す。 

この規格は，JIS B 9700 で定義されるタイプ C 規格である。 

この規格が適用する機械類及び危険源，危険な状態及び事象の範囲は，この規格の適用範囲に示す。 

このタイプ C 規格の規定がタイプ A 又はタイプ B 規格の規定と異なる場合，このタイプ C 規格によっ

て設計及び製作された装置については，この規格の規定が，他の規格の規定よりも優先される。 

この規格は，工業用燃焼炉及び関連装置に関して常に優先して用いられる。 

工業用燃焼炉及び関連装置は，通常，次の構成要素からなる。 

－ 燃焼室（例 ライニング及び／又は耐火物を施した鉄鋼製構造物） 

－ 燃焼及び燃料取扱システム 

－ プロテクティブシステム 

－ 制御及び計測システム 

この規格は，工業用燃焼炉及び関連装置に共通する一般安全要求事項を規定する。この規格の規定が JIS 

B 8415-2 の規定と相反する場合は，JIS B 8415-2 の規定が優先される。 

工業用燃焼炉及び関連装置は，訓練された操炉作業者が運転することを前提としている。 

 

1 適用範囲 

この規格は，次の a)～d)に示す産業分野において，ガス燃料及び液体燃料で加熱される工業用燃焼炉及

び関連装置（以下，燃焼炉という。）の一般安全要求事項について規定する。 

また，この規格は，試運転，操業及び保全中に起こり得る予見可能な間違い，不具合などの，重大な危

険源に対し，人及び装置の安全性を確保するための要求事項についても規定する。 

a) 冶金・金属加工プラントにおける設備 

b) ガラス製造プラントにおける設備 

c) セラミック製造プラントにおける設備 

d) セメント・焼石灰・石こう製造プラントにおける設備 

適用する工業用燃焼炉の詳細を，附属書 B に示す。 


